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E ．国 と地方 の

在 り方 、

地域 活性 化

関越

府省 等
対応状 況 主な成 果 課題 こ れか らの取 り組み

口．歳 出改 革

（ゴミゼロ作戦） 環境省 北九州市におけるP C B廃 3 0年間にわたり保管がな 施設立地の具体化されてい 引き続きP C B廃棄物拠点
O P C B 廃棄物の拠点的処 薫物拠点的処理施設につい されている、P C B廃棄物 ない地域の早急な体制整備 的処理施設の整備を推進す
理施設の整備等を推進し、 て着工するとともに、愛知 の処理施設について5事業 が必要。 る。
P C B廃棄物の処理体制の
確保を図る。

県豊田市、東京都、北海道
室蘭市及び大阪市において
は、処理施設の着工に向け
た取組が進められていると
ころである。

が具体化した。
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E．国と地方の
在り方、
地域活性化

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ホ．その他の制度改革
㈲地域力戦略
（地域産業の活性化）
・農林水産省は、規制改革

による林業への民間事業体の
新規参入、事業再編の促進、
木材の晶質向上・供給ロット
の拡大等による経営力の強化
を通じ、林業や地域産業の活
性化、雇用拡大、並びに森林
整備保全、地球温暖化防止を
図る。また関係府省は、森林
の果たす公益的機能や森林管
理に果たす地域の役割の重要
性等を踏まえ、適正な森林管
理のあり方を検討する。

農林水産
省、環境省

・CO2吸収源として、また、
生物多様性保全上、重要な役割
を担う我が国の森林について、
保全・整備の一層の推進方策を
検討することにより、地球温暖
化防止国内対策の具体化と新・
生物多様性国家戦略の着実な実
施を進めるため、環境省と農林
水産省は、平成14年5月21
日　r地球環境保全のための森林
保全整備に関する協議会」を設
置した。

さらに当該協議会において、
CO2吸収源として、また生物多
様性保全上も重要な役割を担う
森林の保全整備について、各方
面の有識者の参画を得て、大所
高所より骨太の方針を出すこと
を目的とした「地球環境保全と
森林に関する懇談会」の設置が
決定された。

また、平成15年度税制改正要
望として、環境省と農林水産省
は、「植林費の損金算入の特例
措置」、「山林所得に係る森林
計画特別控除Jの2年間の延長
を共同要望し、平成16年度まで
の延長が認められた。

・「地球環境保全と森林に関す
る懇談会」における詩論の結
果、平成14年9月、懇談会の
報告が取りまとめられた。

モニタリングサイト1000の設置
（重要生態系監視地域モニタリ
ング推進事業費：平成15度予
算額400百万円）

グリーンワーカー制度の拡充
（国立公園等民間活用特定自然

環境保全活動事業：平成15年
度予算額150百万円）
③それ以降
保護地域等について、その拡

充を含め、巡視の強化やモニタ
リングサイト1000の設置に
よる長期的観測の充実などによ
り、保全管理の強化を図る。
林野庁、環境省等が連携しつ

つ、継続的な森林の整備・保全
を通じて都市住民等の雇用を確
保する「緑の雇用」を進めると
ともに、国立公園等において、
動植物の保護、環境美化活動等
を行うグリーンワーカー制度の
拡充など、自然や社会を熟知し
た地元住民の雇用、NPO等の連
携による保護地区等の貴重な森
林や里山の二次林の保全・管理
の充実を図る。

また、r植林費の損金算入の
特例措置」、「山林所得に係る
森林計画特別控除Jの平成16年
度までの延長により、引き続き
林業の促進を図る。
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・バイオマスについて年内
に「戦略」を策定一工程管
理と評価システム（効率
性、コスト）に留意

農林水産省
環境省
内閣府
文部科学省
経済産業省
国土交通省

・平成14年12月27日
に「バイオマス・・ニッポン
総合戦略」を閣議決定。
・戦略の工程管理と評価を
行う推進体制として、関係
府省による「バイオマス・
ニッポン総合戦略推進会
議」、推進会護への提言等
を行う「バイオマス・ニッ
ポン総合戦略推進アドバイ
ザリーグループ」を平成1
5年2月に設置予定。

・生物由来の有機性資源で
あるバイオマスをエネル
ギーや製品として総合的に
利活用し、持続的に発展可
能な社会を実現するための
国家戦略として、2010
年を目途とする具体的な数
値目標や実施主体・実施時
期を明示した78の具体的
行動計画を策定し、政府が
一体となって推進していく
姿勢を明らかにした。
・地域活性化等の一手段と
してバイオマス活用を進め
るため、地方自治体におい
て特別のプロジェクトチー
ムを立ち上げたり、具体的
なプロジェクトの検討を各
地で開始。

・バイオマスの生産、収
集・輸送、変換、利用の各
段階が有機的につながり、
全体として経済性がある循
環システムを各地で構築。

第156回国会会期末
・平成15年度バイオマス
関連予算の着実な執行
・バイオマス活用を更に進
めるための方策について、
推進会議、アドバイザリー
グループにおいて検討
②平成15年末
・各地での具体的な取組の
効率的な支援に向けた平成
16年度政府予算案の検
討、決定
③それ以降
・総合戦略の進捗状況の
フォローアップ
・バイオマス活用を更に進
めるための方策について、
推進会議、アドバイザリー
グループにおいて検討
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F．デフレ対応 対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

二．金融システム改革
2．新しい企業再生の枠組み
（4）企業と産業の再生のため
の新たな仕組み
・産業再生・雇用対策戦略本
部の設置（11月12日）。
・産業再生機構（仮称）設立
準備室の設置（11月8日）。

・産業再生・雇用対策戦略
本部第4回会合（12月19日）
において、「企業・産業再
生に関する基本指針」を決
定。
・r株式会社産業再生機構
法案」及びr株式会社産業
再生機構法の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法
律案」を通常国会に提出

100以上のヒア
リングを実施し、
マーケットの最新
の情報・ノウハウ
を活用して、3ケ
月弱の期間で法案
を準備。
内容をわかりやす
く国民に説明する
ため53項目から
なるQ＆Aを作成
し、法案の提出と
ともに公表。

個別事業の再生支援
による我が国産業の
再生、不良債権の処
理の促進による信用
秩序の維持及び金融
仲介機能の回復のた
め、機構を可能な限
り早期に設立する。

法案の成立
（む機構の設立及び円滑

な運営
③平成16年度未まで

に集中的に債権を買
取、その後3年以内
に取得した債権等の
処分を行う。
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F．デフレ対応 対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

二．金融システム改革
r産業再生機構（仮称）」

の創設
・企業再生に取り組むための新たな機構（産
業再生機構（仮称））を預金保険機構の下に
整理回収機構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、r基本指針Jに従い、金融機関に
おいて「要管理先j等に分類されている企業
のうち、メインパンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機構が再生可
能と判断する企業の債権を、企業の再生を念
頭に置いた適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融機関から買い取る。再建計画及び貫
取価格等の適正性を担保するため、機構内に
有経書からなる「産集再生委員会（仮称）」
を設ける。
・機構は、再生企黛への追加融資や出資、信
組　保証機能等を備える金融機関（株式会社
形態かつ存続期限を設定）とする。微積の設
立及び運営は．金融界や産業界に相当規模の
専門家の派遣を要楕するなど、可能な限り民
間部門の人的・資金的な支援を得て行うとと
もに、政府として、関係省庁からの出向や機
構の資金隅達に対する政府保証の付与など、
所要の人的・財敵的支援を行う。
・機構とメインパンクで企業の債権の相当部
分を保有し、強力に企業のリストラ・経営再
建を推進する．企業再生策の作成は、メイン
パンクの情報、ノウハウ、資金（つなぎ資
金、ニューマネー）、人材を最大限活用す
る。機構は、政府全体の協力を得て、業界内
での再編なくして再生不能と考えられる企業
について、機構内に集積された情報を踏ま
え、「基本指針Jに従い、産業の再編も視野
に入れた企業の再生策を樹立・実行する。破
策金融機関の出融資も活用する．

内閣府 r株式会社産業再生機構法
案」及びr株式会社産業再
生機構法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
案」を通常国会に提出

100以上のヒア
リングを実施し、
マーケットの最新
の情報・ノウハウ
を活用して、3ケ
月弱の期間で法案
を準備。
内容をわかりやす
く国民に説明する
ため53項目から
なるQ＆Aを作成
し、法案の提出と
ともに公表。

個別事業の再生支援
による我が国産業の
再生、不良債権の処
理の促進による信用
秩序の維持及び金融
仲介機能の回復のた
め、機構を可能な限
り早期に設立する。

法案の成立
②機構の設立及び円滑

な運営
③平成16年度未まで

に集中的に債権を買
取、その後3年以内
に取得した債権等の
処分を行う。
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ホ．その他
「産業再生機構（仮称）」

の創設
・企業再生に取り組むための新たな機構（産
業再生機構（仮称））を預金保険機構の下に
整理回収機構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に従い、金融機関に
おいてr要管理先j等に分類されている企業
のうち．メインパンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当鞍機構が再生可
能と判断する企蒙の債権を、企業の再生を念
頭に置いた適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融機関から買い取る。再建計画及び貫
取価格等の適正性を担保するため、機構内に
有線者からなる「産業再生委員会（仮称）」
を設ける。
・機構は、再生企業への追加融資や出資、信
托、保証機能等を備える金融機的（株式会社
形態かつ存続期周を設定）とする．機構の設
立及び運営は、金融界や産業界に相当規襖の
専門家の派遣を要請するなど、可能な限り民
間部門の人的・資金的な支援を得て行うとと
もに、政府として、関係省庁からの出向や機
構の資金調達に対する政府保証の付与など、
所要の人的・財政的支援を行う。
・機構とメインパンクで企業の債権の相当部
分を保有し、強力に企業のリストラ・経営再
建を推進する。企業再生策の作成は、メイン
パンクの惇軋　ノウハウ、資金（つなぎ資
金、ニューマネー）、人材を最大限活用す
る．機構は、故府全体の協力を得て、麓界内
での再編なくして再生不能と考えられる企業
について、機構内に集積された情報を踏ま
え、「基本指針Jに従い、産業の再編も禎野
に入れた企業の再生策を樹立・実行する。政
策金融機関の出融資も活用する。

内閣府
案j及びr株式会社産業再
生機構法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律
案」を通常国会に提出

100以上のヒア
リングを実施し、
マーケットの最新
の情報・ノウハウ
を活用して、3ケ
月弱の期間で法案
を準備。
内容をわかりやす
く国民に説明する
ため53項目から
なるQ＆Aを作成
し、法案の提出と
ともに公表。

個別事業の再生支援
による我が国産業の
再生、不良債権の処
理の促進による信用
秩序の維持及び金融
仲介機能の回復のた
め、機構を可能な限
り早期に設立する。

法案の成立
②機構の設立及び円滑

な運営
③平成16年度未まで

に集中的に債権を貝
取、その後3年以内
に取得した債権等の
処分を行う。
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●　　　　　　　　　　　●

F ．デ フ レ対 策
関係

府 省等
対応状 況 r‘ 主 な成果 課題 これ か らの取 り組 み

二 ．金 融 システ ム改 革

（銀行等株式保有制限及び金融庁 法律に基づき、機構の定款 機構は平成14年1月30日に設

ヽ

株式取得機構） において、機構の解散事由 立され、銀行等からの株式
（9機構の存続期間は、設立 として、①設立後10年まで 買取りを開始。平成18年9月
後10年までとし、買取期間 とする、②冥取株式を全て 末まで冥取りを行い、その
経過後買取株式を全額売却 処分した場合とする旨を規 後、機構の存続期間内に買
した際には解散する。 定。 取株式の売却を行うことと

した。
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F ． デ フ レ対 策
関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か ら の 取 り組 み

ィ ． 税 制 改 革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －、

・金融資産課税の見直しを 財務省 ・総務 ・平成1 5年度税制改正に 第15 6回国会に、平成15年 （訂第156 回国会において平成
検討する。 省・金融庁 おいて、上場株式等の配当

及び公募株式投資信託の収
益分配金並びに上場株式等
の譲渡益について、2 0 ％
源泉徴収で納税が完了する
仕組み （申告不要）を導入
するとともに、今後、5 年
間1 0 ％の優遇税率を適用
する。また、公募株式投資
信託の償還 （解約）損と株
式等譲渡益との通算を可能
とすることとしている。

度税制改正法案を提出。 15年度税制改正法案の年度
内成立を図る。法案の成立・
施行にあたっては、新しい制
度が国民に利用されるよう政
府広報等の手段によりPR・情
報提供を行う。

政策目標F・金融庁・基本方針2002（経済活性化戦略） Pagel



●　　　　　　　　　　　●

F ． デ フ レ対 策
関係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

二 ． 金 融 シス テ ム 改 革

1．新しい金融システムの枠 金融庁 イ金融問題タスクフォース」を ・タスクフォースを設置、メン ・タスクフォースを随時開催。
組み 年内立上げ。公認会計士、弁 パー公表（12月27日）。第1回
（1）安心できる金融システム 護士、学者、産業界関係者、 会合（1月22日）、第2回会合（2
の構築 金融実務家等からメンバーを 月26日）、第3回会合（3月13
（ウ）モニタノング体制の整備 選定。 日）を開催。

（2）中小企業貸出に対する 金融庁 ・平成15年3月期決算から適 ・みずほH Dに対して業務改華 ・引続き各期決算において対
十分な配慮

（ウ）中小企業貸出計画未達
先に対する業務改善命令の
発出

用。 命令を発出（1月31日）。 応。

（3）平成16年度に向けた不良
債権問題の終結
（ア）政府と日銀が一体となっ
た支援体制の整備
（彰日銀特融による流動性対
策

金融庁

・必要な場合には、直ちに対
応。

t必要な場合には、直ちに対
応。

②預金保険法に基づく公的 金融庁 ・必要な場合には、直ちに対 ・必要な場合には、直ちに対
資金の投入 応。 応。

③検査官の常駐的派遣 金融庁 ・銀行法、商法等の関係にも
留意しつつ、具体的な実施方
法について年度内に整理し、
必要な対応等をとる。

・銀行法、商法等の関係にも
留意しつつ、具体的な実施方
法について年度内に整理し、
必要な対応等をとる。

政策目標F・金融庁・改革加速のための総合対応策（金融再生プログラム） Pagel



（イ）「特別支援金融機関」に
おける経営改革
①経営者責任の明確化

金融庁 ・厳しく対応。 ・厳しく対応。

②適切な管理方法（「新勘 金融庁 ・具体的な仕組みについて年 ・庁内に検討チームを設置し、
定」、「再生勘定」） 度内に整理。 検討中。

③事業計画のモニタリング 金融庁 ・「金融問題タスクフォース」を
平成14年内に立上げ。

・タスクフォースを設置、メン
バー公表（12月27日）。第1回
会合（1月22日）、第2回会合（2
月26日）、第3回会合（3月13

日）を開催。

・タスクフォースを随時開催。

（ウ）新しい公的資金制度の 金融庁 ・制度の必要性などについて、・金融審議会（第二部会）を開 ・制度の必要性などについて、
創設 金融審議会において詩論を開 催し、公的資金制度に関する 金融審諌会において議論を開

始し、半年程度で結論。 W G を設置（12月19日）。W G メ

ンバーを公表（12月27日）。第
1回会合（1月16日）、第2 回会
合（2月27日）、第3回会合（3
月13日）を開催

始し、半年程度で結論。

政策目標F・金融庁・改革加速のための総合対応策（金融再生プログラム） Page2



●　　　　　　　　　　　●

3．新しい金融行政の‾枠組み
（1）資産査定の厳格化

（ア）資産査定に関する基準 金融庁 ・日本公認会計士協会に検討 ・同特別チームで検討開始（11 ・平成15年3月期決算から適
用。の見直し 要請（11月12日）。1司協会にお 月14日）。

①引当に関するD q F的手法 いて特別チームを結成し、D C ・ガイドラインを作成し、公開草

の採用 F方式に基づく合理的な算定
方法について平成15年3月期
決算に間に合うよう早急に検
討。

・検査・監督の立場から同協
会と調整を行うための連絡協
議会を設置（11月15日公表）。

平成15年3月期決算に間に合
うように検査マニュアルを改
正。

‘・日本公認会計士協会が検討
綾里右4 裏ゝ　付白粥R l

案を公表（12月26日）。

・同協議会を設置（11月15
日）、検討を開始。

・検査マニュアル改訂案を公
表し、八。デリックコメント（12月26日）。

・検査マニュアルを改訂・公表
（2月25日）。

（a 引当金算定における期間 金融庁 ・日本公認会計士協会に検討 ・同特別チームで検討開始（11 t平成15年3月期決算から適
の見直し 要請（11月12日）。同協会にお

いて特別チームを結成し、早
急に検討。

・連絡協議会において、会計
基準における平均残存期間の
取扱い、わが国の金融への影
響（中小企業金融、貸出約定
期間）等の観点から、調整・検
討。

・日本公認会計士協会が検討
結果を公表。（2月25日）

月14日）。

・1年・3年基準問題に関する検
討状況の公表（12月26日）。

・同協議会を設置し（11月15
日）、検討を開始。

・検査マニュアル改訂案を公
表し、ハeデリックコルト（12月26日）。

・検査マニュアルを改訂・公表
く2月25日）。

用。

③大口債務者に対する銀行 金融庁 ・年内に体制整備。平成15年 ・年内に体制整備。平成15年
間の債務者区分の統一 1月よりスタートする検査から

適用。
1月よりスタートする検査から
適用。
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④デットエクイティ・スワップ 金融庁 ・取引の時期を問わず、時価 ・取引の時期を問わず、時価
の時価評価 評価を適用することを主要行、

日本公認会計士協会に要請。
評価を適用することを主要行、

日本公認会計士協会に要請。

⑤再建計画の厳格な検証 金融庁 ・平成14年内に検証チーム

（企業再建に精通した専門
家、公認会計士、弁護士、不
動産鑑定士等）を設置。平成

15年1月以降の検査におい
て、検査班に対して情報提供・
助言を行うとともに、自らも検
査に参加。

・「再建計画検証チーム」を設
置（12月24日）。

⑥担保評価の厳正な検証 金融庁 ・平成15年3月期決算から適

用。
・主要行に要請（3月14日）。 ・平成15年3月期決算から適

用。

（イ）特別検査の再実施 金融庁 ・平成15年3月期決算に向け

て実施。

・主要行に対して実施を通告
（1月27日）。

（ウ）自己査定と金融庁検査 金融庁 ・主要行の自己査定と検査結 ・主要行の自己査定と検査結
の格差公表 異の格差を公表（11月8日）。 栗の格差を公表（11月8日）。

（エ）自己査定の是正不備に 金融庁 ・事務ガイドラインを年内に改 ・事務ガイドラインを改正・公
対する行政処分の強化 正。 表（12月10日）。

（オ）財務諸表の正確性に関 金融庁 ・一般上場企業等を対象に金 ・金融審議会（第一部会）報告
する経営者による宣言 融審議会において検討中（年

内に結論）。同検討結果を踏
まえ、年度内に内閣府令を改
正し、主要行に平成15年3月
期決算からの実施を要請。

（12月16日）を踏まえ、一般上
場企業等を対象として、年度
内に内閣府令を改正し、主要
行に平成15年3月期決算から
の実施を要請。現在パブリック
コメント中。
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（2）自己資本の充実
（ア）自己資本を強化するた
めの税制改正
（D 引当金に関する新たな無
税償却制度の導入

金融庁 ・関係府省に要望（11月7日）。・関係府省に要望（11月7日）。1

・平成15年度与党税制改正大
槻（12月13日）において、「繰
延税金資産の取扱いをはじ
め、金融行政、企業会計制度
を含む全体としての対応策と
あわせ、税制上の措置につい

ても検討を続ける」とされた。

②繰戻還付金制度の凍結措
置解除

金融庁

（診欠損金の繰越控除期間の
延長検討

金融庁

（イ）繰延税金資産に関する 金融庁 ・厳正な評価について主要行 ・厳正な評価について主要行 ・算入上限については、金融
算入の適正化 に要請。 こ要請（11月11日）。 審議会において年内に検討開

・算入上限については、金融 ・金融審議会（第二部会）を開 始。速やかに検討。法律、会
審議会において年内に検討開′催し、自己資本比率規制に関 計、税制等の幅広い観点から
始。速やかに検討。法律、会
計、税制等の幅広い観点から
検討。

するW G において検討すること
を決定（12月19日）。第1回会
合を開催（2月6日）。

検討。

くり）繰延税金資産の合理性 金融庁 ・厳正な監査を日本公認会計 ・厳正な監査を日本公認会計 ・検査で厳しく検証。
の確認 士協会に要請（11月12日）。公

認会計士協会会長から主要
行の監査人に対し厳格な監査
を求める通牒を公表（2月25
日）。検査で厳しく検証。

士協会に軍請（11月12日）。公
認会計士協会会長から主要
行の監査人に対し厳格な監査
を求める通牒を公表（2月25
日）。検査で厳しく検証。

（工）債務者に対する第三者 金融庁 ・年度内に実施。第三者割当 ・事務ガイドラインを改正・公 ・検査・監督でチェック。
割当増資部分の検討 増資時のコンプライアンスにつ

いて、事務ガイドラインを整
備。検査・監督でチェック。

表（2月21日）。

（オ）銀行の自己資本のあり 金融庁 ・金融審議会において速やか ・金融審議会（第二部会）を開 ・金融審議会において速やか
方に関する考え方の整理 に検討。 催し、自己資本比率規制に関

するW G において検討すること
を決定（12月19日）。第1回会
合を開催（2月6日）。

に検討。
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（力）自己資本比率に関する 金融庁 ・平成15年3月期決算から適 ・業務報告書の様式の見直し
外部監査の導入 用。銀行法施行規則等におい

て定める業務報告書の様式の
見直し。

について検討中。

（3）ガバナンスの強化 金融庁 ・日本公認会計士協会に要請 ・日本公認会計士協会に要請
（ア）外部監査人の機能 （11月12日）。公認会計士協会

会長から主要行の監査人に対
し厳格な監査を求める通牒を
公表（2月25日）。

（11月12日）。公認会計士協会
会長から主要行の監査人に対
し厳格な監査を求める通牒を
螢表（2月25日）。

（イ）優先株の普通株への転 金融庁 ・年度内にガイドラインを整 ・ガイドラインの整備に向けて
換 偏。早期健全化法等に基づく

資本注入行に対するガバナン

スの強化として考え方を整理。

・転換の具体的な諸条件につ
いて検討し、運用ガイドライン
を整備。

検討中。

（ウ）健全化計未達先に対す
る業務改善命令の発出

金融庁 ・年度内にガイドラインを整
備。早期健全化法等に基づく
資本注入行に対するガバナン

スの強化として考え方を整理。

・健全化計画等の未達に関し
ては、その原因と程度に応じ
て必要性を判断し、行政処分
を行うとともに、改善が為され
ない場合は、責任の明確化を
含め厳正に対応する方向でガ
イドラインを整備。

（工）早期是正措置の厳格化 金融庁 ・事務ガイドラインを年内に改 ・事務ガイドラインを改正・公 ・引き続き、地域金融機関との
正。早期是正措置に係る命令 表（12月10日）。 関係に配意しつつ、早急に検
を受けた金融機関の自己資本
比率改善までの期間を3年か
ら1年へ短縮等。

・引き続き、地域金融機関との
関係に配意しつつ、早急に検
討。

・より早期の経営健全化を促
す。

・金融審議会「リレーションシッ
プバンキングのあり方に関す

るW G 」及び「自己資本比率に
関するW G 」の議論を踏まえつ

つ検討。

討。
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（オ）「早期警戒制度」の活用 金融庁 ・事務ガイドラインを年内に改
正。

・事務ガイドラインを改正・公
表（12月10日）。

・早期是正措置の対象となら
ない金融機関にも、早め早め
の経営改善を促す。

4．今後の対応 金融庁 ・中小・地域金融機関の不良 ・金融審議会（第二部会）を開 ・金融審議会で検討の上、年
債権処理についてはも′「リレー 催し、リレーションシップバンキ 度内を目途にアクションプログ
シヨンシップバンキング」のあり
方を金融審議会で検討の上、
年度内を目途にアクションプロ
グラムを策定。

ングのあり方に関するW Gを
設置し、検討を開始（12月19

日）。

・W Gの第1回会合（1月15
日）、第2回会合（1月28日）、
第3回会合（2月10日）、第4回
会合（2月18日）、第5回会合（3

月5日）、第6回会合（3月11日）
を開催。

ラムを策定。
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